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　〈
働
い
て
い
る
皆
さ
ん
へ
〉

　
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
は
、
会
社
に

申
し
出
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
仕
事
を
計
画
的
に
進
め
る
の
と
同
様

に
、
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
も
、
職

場
と
調
和
を
図
り
、
計
画
的
に
取
得
し

ま
し
ょ
う
。

〈
経
営
者
の
皆
さ
ん
へ
〉

　
労
働
基
準
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
31

年
４
月
よ
り
、
使
用
者
は
、
法
定
の
年

次
有
給
休
暇
日
数
が
10
日
以
上
の
全
て

の
労
働
者
に
対
し
、
毎
年
５
日
間
、
年

次
有
給
休
暇
を
確
実
に
取
得
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

北
海
道
労
働
局
雇
用
環
境
・
均

等
部
指
導
課
（
０
１
１-

７
０
９-

２
７
１
５
）

【
平
成
31
年
度
の
保
険
料
率
改
定
に
つ

い
て
】

　
平
成
31
年
３
月
分
（
４
月
納
付
分
）

か
ら
健
康
保
険
料
率
は
10.

31
％
（
プ

ラ
ス
０.

06
ポ
イ
ン
ト
）、
介
護
保
険
料

率
は
１.

73
％
（
プ
ラ
ス
０.

16
ポ
イ
ン

ト
）
と
な
り
ま
す
。
健
康
保
険
お
よ
び

介
護
保
険
料
率
の
引
き
上
げ
に
関
し
ま

し
て
、
何
卒
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

【
平
成
31
年
度
協
会
け
ん
ぽ
の
健
診
の

ご
案
内
】

　
協
会
け
ん
ぽ
北
海
道
支
部
で
は
年
度

内
に
１
回
、
加
入
者
の
皆
さ
ま
の
健
診

費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　
35
歳
～
74
歳
の
被
保
険
者（
ご
本
人
）

さ
ま
へ
は
、
が
ん
検
診
を
含
め
た
充
実

し
た
健
診
項
目
の
「
生
活
習
慣
病
予
防

健
診
」
を
、
40
歳
～
74
歳
の
被
扶
養
者

（
ご
家
族
）
さ
ま
へ
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
「
特
定

健
康
診
査
」
の
二
つ
の
健
診
を
ご
用
意

し
て
い
ま
す
。

　
生
活
習
慣
病
の
予
防
と
早
期
発
見
・

早
期
治
療
の
た
め
に
も
年
に
１
度
は
健

診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん

ぽ
）
北
海
道
支
部
（
０
１
１-

７
２
６-

０
３
５
２
）

　
継
続
的
に
介
護
を
行
う
た
め
に
は
、

経
済
的
な
負
担
が
か
か
り
ま
す
。ま
た
、

介
護
が
終
了
し
た
後
の
生
活
を
視
野
に

入
れ
て
考
え
て
も
、
経
済
的
基
盤
は
重

要
で
す
。

　
介
護
に
直
面
し
て
も
、
す
ぐ
に
退
職

す
る
こ
と
な
く
、
仕
事
と
介
護
を
両
立

す
る
た
め
の
制
度
を
活
用
し
て
、
介
護

を
し
な
が
ら
仕
事
を
続
け
ま
し
ょ
う
。

　
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

介
護
保
険
制
度
や
介
護
休
業
制
度
等
に

つ
い
て
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

確
認
の
上
、
会
社
の
人
事
労
務
担
当
者

に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

〈
育
児
・
介
護
休
業
法
で
定
め
ら
れ
た

制
度
〉

■
介
護
休
業

　
対
象
家
族
１
人
に
つ
き
３
回
に
分
割

し
て
通
算
し
て
93
日
ま
で
。

■
介
護
休
暇

　
介
護
、
そ
の
他
の
世
話
の
た
め
年
５

日
（
対
象
家
族
が
２
人
以
上
の
場
合
は

10
日
）ま
で
１
日
ま
た
は
半
日
単
位（
所

定
労
働
時
間
の
２
分
の
１

■
介
護
の
た
め
の
所
定
外
労
働
の
制
限

（
残
業
の
免
除
）

　
要
介
護
状
態
が
終
了
す
る
ま
で
何
度

で
も
取
得
可

　

詳
し
く
は
北
海
道
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

北
海
道
労
働
局
雇
用
環
境
・
均

等
部
指
導
課
（
０
１
１-

７
０
９-

２
７
１
５
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://

jsite.m
hlw

.go.jp/hokkaido-
roudoukyoku/

）

●
総
合
職
試
験
（
院
卒
者・大
卒
程
度
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
期
間
…
３
月
29

日
（
金
）
～
４
月
８
日
（
月
）

●
一
般
職
試
験
（
大
卒
程
度
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
期
間
…
４
月
５

日
（
金
）
～
４
月
17
日
（
水
）

●
一
般
職
試
験
（
高
卒
者
・
社
会
人
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
期
間
…
６
月
17

日
（
月
）
～
６
月
26
日
（
水
）

●
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w

w
.jinji-shiken.go.jp/

juken.htm
l

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
人
事
院
北
海
道
事
務
局
第
二
課
試
験

係
（
０
１
１-

２
４
１-

１
２
４
８
）

ひろば情報

介
護
を
し
な
が
ら
働
く
皆
さ

ん
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援

制
度
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
！

今
年
の
Ｇ
Ｗ
は
10
連
休
。
休
暇
を

加
え
て
自
分
流
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も

「
仕
事
休
も
っ
化
計
画
」
ま
ず
は

Ｇ
Ｗ
か
ら
は
じ
め
よ
う
！

お
知
ら
せ

協
会
け
ん
ぽ
北
海
道
支
部
か
ら

の
お
知
ら
せ

国
家
公
務
員
採
用
試
験
の
お

知
ら
せ
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◇申込方法　役場管財係に連絡の上、関係書類（申込書など）を提出してください。
◇申込資格　①住宅に困窮していることが明らかであること。②世帯の所得により算出した月
額収入が 15 万 8 千円以下であること。③税金などに滞納がないこと。④本人または同居人が
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。
◇その他　　 月額家賃は入居者全員の収入により決定します。

公営住宅入居希望者の募集について

役場管財係（内線 57）問

● 1 次申込み　4 月 1 日（月）～ 5 日（金） 　● 2 次申込み　4 月 8 日（月）～ 19 日（金）
※ 1 次申込みで 1 つの住宅に対して複数の申込みがあった場合は、入居者選考委員会で住宅の困窮度等の判定審査により
選考しますが、甲乙がつけ難い場合は抽選により決定いたします。
※ 2 次申込みは、1 次申込み終了後に申込みのなかった住宅に対して行い、入居選考は申込順で行います。

　
財
務
省
北
海
道
財
務
局
で
は
、財
政
、

金
融
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て

活
躍
す
る
財
務
専
門
官
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

●
受
験
資
格

①
１
９
８
９
（
平
成
元
）
年
４
月
２
日

か
ら
１
９
９
８
（
平
成
10
）
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
者

②
１
９
９
２
（
平
成
10
）
年
４
月
２
日

以
降
生
ま
れ
の
者
で
次
に
掲
げ
る
も
の

・
大
学
を
卒
業
し
た
者
お
よ
び

２
０
２
０
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
者

・
短
大
ま
た
は
高
専
を
卒
業
し
た
者
お

よ
び
２
０
２
０
年
３
月
ま
で
に
短
大
ま

た
は
高
専
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

●
受
験
申
込
受
付
期
間

　
２
０
１
９
年
３
月
29
日
（
金
）
か
ら

４
月
10
日
（
水
）【
受
信
有
効
】
ま
で

●
受
験
申
込
方
法

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
よ

り
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

http://w
w

w
.jinji-shiken.go.jp/

juken.htm
l

●
一
次
試
験
日

　
２
０
１
９
年
６
月
９
日
（
日
）

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
財
務
省
北
海
道
財
務
局
人
事
課
人
事

係
（
０
１
１-

７
０
９-

２
３
１
１
）

　
平
成
31
年
度
労
働
基
準
監
督
官
採
用

試
験
が
左
記
の
と
お
り
実
施
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
期
間

２
０
１
９
年
３
月
29
日
（
金
）
～
４

月
10
日(

水)

〔
受
信
有
効
〕【http://

w
w

w
.jinji-shiken.go.jp/juken.

htm
l

】

●
受
験
資
格

①
１
９
８
９
年
４
月
２
日
～
１
９
９
８

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

②
１
９
９
８
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

の
者
で
次
に
掲
げ
る
も
の

Ａ
…
大
学
を
卒
業
し
た
者
お
よ
び

２
０
２
０
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
者

Ｂ
…
人
事
院
が
Ａ
に
掲
げ
る
者
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

●
第
一
次
試
験

　
２
０
１
９
年
６
月
９
日
（
日
）

●
第
二
次
試
験

　
２
０
１
９
年
７
月
16
日
（
火
）・
17

日
（
水
）・
18
日
（
木
）
の
指
定
さ
れ

た
日

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
北
海
道
労
働
局
（
０
１
１-

７
０
９-

２
３
１
１
）

財
務
専
門
官
採
用
試
験
の
お

知
ら
せ

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

の
お
知
ら
せ

公募
№ 団地名 住 所 住宅 

番号
建設 
年度 タイプ 面積

（㎡）
月額収入による家賃（円）

0
～ 104,000

104,001
～ 123,000

123,001
～ 139,000

139,001
～ 158,000

1 湯の里団地 湯ノ里 111-5 A102 H9 2LDK 64.90 19,300 22,300 25,500 28,700
2 湯の里団地 湯ノ里 111-5 B203 H10 3LDK 76.22 22,800 26,300 30,000 33,900
3 湯の里団地 湯ノ里 111-5 C202 H11 3LDK 76.22 22,900 26,400 30,200 34,000
4 あけぼの団地 重内 66-1 C201 H8 3LDK 74.99 24,900 28,800 32,900 37,100
5 ハマナス団地 元町 42-88 A202 H14 3LDK 73.57 25,200 29,000 33,200 37,500
6 ハマナス団地 元町 42-88 B104 H14 2LDK 60.54 20,800 24,000 27,400 31,000
7 ハマナス団地 元町 42-88 B201 H14 3LDK 73.57 25,200 29,000 33,200 37,500
8 ハマナス団地 元町 42-88 B305 H14 3LDK 73.57 25,200 29,000 33,200 37,500


